
 

群馬県私立高等学校通信制の課程の設置認可に係る審査基準 
 
（趣旨） 
第１条 私立高等学校の通信制の課程の設置に係る認可については、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）、

高等学校通信教育規程（昭和３７年文部省令第３２号。以下「通信教育規程」という。）その他法令に定

めるもの及び高等学校通信教育の質の確保・向上のためのガイドラインのほか、この審査基準に定めると

ころによる。 
 
（定義） 
第１－２条 この審査基準において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 
（１）実施校 群馬県知事を所轄庁とする、通信制の課程を置く私立高等学校 
（２）独立校 通信制の課程のみを置く実施校 
（３）通信教育連携協力施設 実施校の行う通信教育について連携協力を行う面接指導等実施施設及び学習

等支援施設 
（４）面接指導等実施施設 面接指導又は試験等の実施について連携協力を行う施設 
（５）学習等支援施設 生徒の進路選択及び心身の健康等に係る相談、添削指導に附帯する事務の実施その

他の学習活動等の支援について連携協力を行う施設であって、面接指導等実施施設以

外のもの 
（６）協力校 実施校の行う通信教育について連携協力する高等学校（中等教育学校の後期課程を含む） 
（７）技能教育施設 学校教育法第５５条に基づく技能教育のための施設 
 
（名称） 
第１－３条 独立校の名称は、既存の高等学校又は中等教育学校と同一のものであってはならず、原則とし

て類似の名称でないものとする。 
２ 学科及び学科に設けるコースの名称は、全日制又は定時制の課程と混同されるおそれがある等、教育内

容について誤解を与える名称でないものとする。 
 
（立地条件） 
第２条 実施校は、学校教育の場にふさわしい適切な環境に立地していなければならない。 
 
（通信教育実施区域） 
第３条 実施校の通信教育を受ける生徒の住所地のある都道府県（以下「通信教育実施区域」という。）が、

群馬県のほか、他の都道府県に及ぶ場合には、当該都道府県の意向を踏まえなければならない。 
２ 通信教育実施区域は、通信教育の実施に当たり、支障のない範囲で定めるものとする。 
 
（通信教育の方法等） 
第４条 通信教育は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行うものとする。 
２ 前項の通信教育は、各教科の教員免許状を取得している実施校の教員が行わなければならない。 
３ 添削指導に用いる課題は、その大部分を記述式であることとし、添削指導は正誤のみの記載ではなく必



 

要な解説等を付すこと。 
４ 面接指導は、生徒を実施校又は面接指導等実施施設のいずれかに登校させ、個別又は一斉授業によって

行う。この場合において、同時に面接指導を受ける生徒数は、原則として４０人以下とする。 
５ 試験は、生徒を実施校又は面接指導等実施施設のいずれかに登校させて行う。 
６ 各教科・科目の一単位当たりの添削指導の回数及び面接指導の単位時間数は、高等学校学習指導要領に

定める回数及び単位時間数を最低の基準とする。 
 
（通信教育連携協力施設） 
第５条 実施校の設置者は、通信教育連携協力施設を設ける場合には、当該通信教育連携協力施設の設置者

との協力及び連携を十分に図り、生徒の修学に支障のないようにしなければならない。 

２ 実施校の設置者は、通信教育連携協力施設（実施校の設置者と設置者が異なる場合に限る。以下この項

において同じ。）における、施設、設備その他の当該通信教育連携協力施設における教育内容について、

通信教育連携協力施設の設置者とあらかじめ文書による取り決めを行うとともに、当該文書を群馬県知事

に提出するものとする。 

３ 面接指導等実施施設は、次に掲げる要件を満たすものとする。 

（１）実施校の分校又は協力校であること。ただし、特別の事情があり、教育上支障がない場合は、学校法

人が設置する教育施設（大学、高等専門学校、専修学校、各種学校又は技能教育施設）を面接指導等実

施施設とすることができる。 

（２）当該面接指導等実施施設の本来の目的である教育活動等に支障がなく、実施校の教育を行うことがで

きる施設及び設備が提供されること。 

４ 実施校の設置者は、通信教育連携協力施設を設ける場合においては、実施校の学則に記載しなければな

らない。 
 
（定員） 
第６条 定員は、原則として、本校及び通信教育連携協力施設ごとに定める人数を合計したものとする。 

２ 実施校の設置者は、前項の収容定員について、面接指導、試験等の実施に当たり十分な教育環境が確保

されるよう、適正な人数を定めなければならない。 
 
（教職員） 
第７条 独立校には、校長を置かなければならない。 
２ 実施校には、生徒数に応じ、相当数の通信制の課程に係る事務職員を置かなければならない。 
 
（養護教諭等） 
第８条 実施校には、養護教諭その他の生徒の養護をつかさどる職員を１人以上置かなければならない。た 

だし、他の職を兼ねることができる。 
 
（独立校の校舎等） 
第９条 校地は、適正な教育環境が確保できる面積とする。 
２ 校舎は、独立した建物とし、その延床面積は１，２００平方メートルを最低の基準とする。 



 

３ 普通教室は、生徒数及び面接指導の単位時間数等に応じ、適正な面接指導等が実施できる数を確保する 

ものとする。 
 
（給水設備） 
第１０条 実施校には、学校規模に応じて、保健衛生上必要な給水設備を備えなければならない。 
 
（校具及び教具） 
第１１条 校具及び教具は、学校規模に応じて、机、椅子、機械器具、標本、図書その他教育上必要なもの 

を備えなければならない。 
 
（消防設備） 
第１２条 実施校は、学校規模に応じて、防火及び消火に必要な設備を備えなければならない。 
 
（基本財産） 
第１３条 実施校の校地、校舎及び設備（賃貸借等によることが適当であると認められる設備を除く。）は、

原則として負担付き又は借用のものでないこと。ただし、次の各号いずれかに該当する場合で、かつ、教

育上支障がないときは、この限りではない。 
（１）国又は地方公共団体から借用する場合 
（２）国又は地方公共団体以外の者から借用する場合にあっては、２０年以上の長期にわたり安定して使用

できる保証がある場合 
 
（資金等） 
第１４条 実施校に必要な施設及び設備に要する経費（以下「設置経費」という。）の財源には、原則とし

て、借入金その他の負債を充てないこと。ただし、日本私立学校振興・共済事業団が行う貸付けを受ける

場合であって、基本財産の４分の１の範囲内の額の借入金を充てるときは、この限りでない。 
２ 前条ただし書きに該当する場合は、借用後の各年度における賃借料と他の借入金に係る償還額（元利合

計）の合計は、当該学校の年間事業活動収入の５分の１以内であること。 
３ 実施校の経営に必要な運用財産として、開設年度の経常的経費に相当する資金を保有すること。この場

合において、当該運用財産の財源には、借入金その他の負債を充てないこと。 
４ 設置経費及び前号に規定する運用財産は、原則として、認可申請時において、収納されていること。 
５ 実施校の完成年度までの各年度の経常的経費の財源には、原則として、借入金その他の負債を充てない

こと。 
 

    附 則 

  この審査基準は、平成１５年５月３０日から施行する。 

附 則 

 この審査基準は、令和３年４月１日から施行する。 

    附 則 

  この審査基準は、令和４年４月１日から施行する。 



 

    附 則 

  この審査基準は、令和５年６月１４日から施行する。 


